
 妊婦面談
　　
　妊婦さんが安心して出産を迎えていただけるよう、妊娠届出以降に保健師や母子
保健コーディネーター（助産師等）が面談を実施しています。
　面談はスムーズにご案内できるよう、予約制としています。
　ご理解・ご協力をお願いいたします。

 1回目 妊娠届出書を提出し、保健所・保健センターで妊婦面談を受けた方→　　5万円 (口座振込)
 2回目 区が実施する新生児訪問指導等を受けた方→　　　　　 胎児1人につき5万円 (口座振込)

※1回目、2回目それぞれに申請が必要です。WEB申請の案内書を面談・訪問時にお渡しします。
　(流産・死産をされた方でも、2回の給付金を支給できる場合がありますので、保健所・保健センター
　にご相談ください。)
※本事業に関するご案内は、区ホームページにも掲載しています。

妊婦のための支援給付

面談で相談できること
・妊娠中や産後の体調・健康管理について
・産後の子育てのこと
・妊娠中や産後に利用できるサービスのこと　など

・区役所、特別出張所、保健所、保健センター、マイナポータルのいずれかで妊娠の届出をし、
　母子健康手帳や妊婦健康診査受診票等をお受け取りください。

ちゅうおう子育てナビアプリ★内の妊婦面談予約システムより面談日時を予約してください。　
　※オンライン面談を希望される方は、予約をする前に、お住まいを担当する保健所、
　　保健センターにお電話ください
　※体調が安定する妊娠15週以降に妊婦面談をお受けになることをお勧めします。

・予約した保健所・保健センターで対面またはオンラインでの面談をお受けください。
・母子健康手帳をお持ちください。
・ご家族やパートナーと一緒に面談をお受けいただくことも可能です。

★妊娠届出から面談までの流れ
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★ちゅうおう子育てナビアプリの
ダウンロードはこちら

　原則として、以下の要件を満たした方に給付金を2回支給します。



相談窓口一覧相談窓口一覧相談窓口一覧

八重洲１丁目・日本橋・日本橋本石町 日本橋室町・日本橋本町
日本橋小舟町・日本橋小伝馬町・日本橋大伝馬町・日本橋堀留町
日本橋富沢町・日本橋人形町・日本橋小網町・日本橋蛎殻町
日本橋箱崎町・日本橋馬喰町・日本橋横山町・東日本橋・日本橋久松町
日本橋浜町・日本橋中洲・日本橋茅場町・日本橋兜町

八重洲2丁目・京橋・銀座・新富・入船・湊・明石町
築地・八丁堀・新川・浜離宮庭園

佃・月島

担当地区

所在地・電話番号

中央区明石町１２－１　  

 ☎   ３５４１－５９３０

担当地区

所在地・電話番号

中央区日本橋堀留町１－１－１  

 ☎   ３６６１－５０７１

担当地区

所在地・電話番号

中央区月島２－１０－３  

 ☎   ５５６０－０７６５

中央区晴海４－８－１  

 ☎   ６３８１－２９７２

相談窓口一覧相談窓口一覧
中央区保健所

日本橋保健センター

月島保健センター

勝どき・豊海町・晴海

担当地区

所在地・電話番号
晴海保健センター

半蔵門

勝どき駅A5出口

晴海保健センター
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※妊婦面談は、平日9：30～16：00になります。
※日程変更は予約した保健所・保健センターにご連絡ください。
　 でんわつうやく
※電話通訳サービス  interpretation service  ０５７０－０５４２２２


